
＜契約書別紙＞ 
    令和 6 年４月１日現在 

○ 担当介護支援専門員 

氏名：中山 美智子   連絡先：０７４９－８５－２２００  

 

○ 料金 

・居宅介護支援の利用料は、法定代理受領により、当事業所に対し、介護保険給付が支払

われる場合、利用者の自己負担はありません。ちなみに、居宅介護支援の利用料は、介護

サービス提供開始以降１ヶ月当たり下記の通りです。 

居宅支援費（Ⅰ） 取り扱い件数４５件未満 

要介護１・２の場合：１１，０８８円／月 

要介護３～５の場合：１４，４０６円／月 

特定事業所加算（Ⅲ）         ３, ２９７円／月 

・ 介護保険の適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合

があります。その場合は、一旦１ヶ月当たり上記の料金を戴き、サービス提供証明書を

発行いたします。サービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、払い戻しを

受けることができます。 

 サービス提供地域以外の利用者様に対しては 1 回の訪問につき 1000 円頂きます。 

・次の加算項目に該当する場合については表記の加算料金を頂きます。 

 ａ. 初回加算・・・１月につき ３,０６３円 

 ｂ. 入院時情報連携加算（Ⅰ）・・・１月につき ２,５５２円 

  ｃ. 入院時情報連携加算（Ⅱ）・・・１月につき  ２,０４２円 

 ｄ. イ退院・退所加算（Ⅰ）  イ ・・・４,５９４円 

   ロ退院・退所加算（Ⅰ）  ロ・・・６,１２６円 

   ハ退院・退所加算（Ⅱ）  イ・・・６,１２６円 

   二退院・退所加算（Ⅱ）  ロ・・・７,６５７円 

   ホ退院・退所加算（Ⅲ） ・・・  ９,１８９円 

e. 通院時情報連携加算・・・１月につき ５１０円 

 ｆ. 緊急時等居宅カンファレンス加算・・・１回につき ２,０４２円 

 

相談・要望・苦情等の窓口 

居宅介護支援に関する相談・要望・苦情等は、担当介護支援専門員か下記窓口までお申

し出下さい。 

電話番号：０７４９－８５－２２００ 

受付窓口：居宅介護支援事業所 すずらん 

受付時間：月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） ８：３０～１７：３０ 

 



＜事業者＞  所在地  滋賀県長浜市西浅井町大浦１７８８－３ 

名称   社会福祉法人 尊徳会 

代表者  理事長  榊原 尊   

 

＜事業所＞  所在地  滋賀県長浜市高月町落川１３４－３ 

名称   居宅介護支援事業所 すずらん 

（滋賀県 2570301677 号）       

 

 

上記内容の説明を受け、了承しました。 

令和  年    月   日     ＜利用者氏名＞                印 

 

 

＜代理人氏名＞                印 

 

 


